
平
成
三
十
年
四
月
二
十
日
提
出

質

問

第

二

四

二

号

高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

尾

辻

か

な

子
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高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
に
関
す
る
質
問
主
意
書

働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案
（
平
成
三
十
年
四
月
六
日
提
出
）
第
一
条
（
労
働
基

準
法
の
一
部
改
正
）
に
よ
り
新
設
さ
れ
る
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
。
以
下
「
労
基
法
」
と
い
う
。
）

第
四
十
一
条
の
二
に
関
し
て
、
以
下
の
通
り
質
問
す
る
。
な
お
、
本
条
の
創
設
に
よ
り
新
設
さ
れ
る
新
た
な
制
度
を
、
「
高
度

プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
」
と
呼
ぶ
。

一

対
象
業
務
に
つ
い
て

�

新
設
さ
れ
る
労
基
法
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
、
「
高
度
の
専
門
的
知
識
等
を
必
要
と
し
、
そ
の
性

質
上
従
事
し
た
時
間
と
従
事
し
て
得
た
成
果
と
の
関
連
性
が
通
常
高
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
業
務
」
と
あ
る
が
、
具
体
的
に
は
、
ど
の
よ
う
な
業
務
が
定
め
ら
れ
る
の
か
。

�

新
法
の
施
行
に
伴
い
前
項
の
厚
生
労
働
省
令
を
定
め
る
場
合
や
、
将
来
的
に
変
更
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
都
度
、
労
働

政
策
審
議
会
に
諮
問
を
行
う
の
か
否
か
。

二

対
象
労
働
者
の
「
同
意
」
に
つ
い
て

�

新
設
さ
れ
る
労
基
法
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号
「
イ
」
に
お
い
て
、
「
使
用
者
と
の
間
の
書
面
そ
の
他
の
厚
生

一



労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
る
合
意
に
基
づ
き
職
務
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
」
と
あ
る
が
、
「
そ
の
他
の
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
」
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
方
法
か
。

�

前
項
の
合
意
に
つ
い
て
、
対
象
労
働
者
は
事
後
に
、
任
意
に
撤
回
し
う
る
の
か
。

�

労
基
法
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
第
八
号
に
お
い
て
は
、
「
使
用
者
は
、
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
し
な
か
っ
た

対
象
労
働
者
に
対
し
て
解
雇
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
」
と
あ
る
が
、
仮
に
、
同
意
を
し
な

か
っ
た
（
ま
た
は
、
同
意
を
撤
回
し
た
）
対
象
労
働
者
が
、
解
雇
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い
を
受
け
た
と
し
て
、
労
働
基

準
監
督
署
そ
の
他
行
政
官
庁
に
申
告
を
行
っ
た
場
合
、
行
政
官
庁
は
ど
の
よ
う
な
措
置
を
取
る
こ
と
に
な
る
の
か
。

�

前
項
の
対
象
労
働
者
が
、
解
雇
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い
を
受
け
た
場
合
、
当
該
不
利
益
取
扱
い
は
実
体
法
上
無
効
と

な
る
の
か
。
例
え
ば
、
同
意
を
し
な
か
っ
た
対
象
労
働
者
が
、
そ
の
こ
と
を
理
由
に
解
雇
さ
れ
た
場
合
、
当
該
解
雇
は
無

効
に
な
る
か
。
賃
金
減
額
や
配
置
転
換
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。

�

同
意
を
し
な
か
っ
た
対
象
労
働
者
が
、
解
雇
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い
を
受
け
た
と
し
て
司
法
上
の
救
済
を
求
め
る
場

合
（
た
と
え
ば
、
解
雇
さ
れ
た
対
象
労
働
者
が
、
解
雇
は
無
効
で
あ
る
と
し
て
労
働
契
約
上
の
権
利
を
有
す
る
地
位
の
確

認
を
求
め
る
場
合
）
、
司
法
手
続
に
お
い
て
は
、
労
働
者
側
が
「
同
意
を
拒
否
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
た
解
雇
で
あ
る
」

二



と
主
張
し
、
使
用
者
側
が
「
別
の
理
由
（
例
え
ば
成
績
不
良
）
に
よ
る
解
雇
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
事
態
が
想
定
さ
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
解
雇
の
有
効
性
に
つ
い
て
、
当
該
労
働
者
と
使
用
者
の
い
ず
れ
が
民
事
訴
訟
上
の
立
証
責
任
を

負
う
こ
と
に
な
る
の
か
。

三

対
象
労
働
者
の
「
所
定
労
働
時
間
」
に
つ
い
て

�

現
行
法
上
、
使
用
者
は
、
労
働
契
約
の
締
結
に
際
し
、
労
働
者
に
対
し
て
賃
金
、
労
働
時
間
そ
の
他
の
労
働
条
件
を
明

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
等
と
定
め
ら
れ
て
お
り
（
労
働
基
準
法
第
十
五
条
）
、
「
労
働
条
件
」
の
具
体
的
な
内
容
と
し

て
は
労
働
基
準
法
施
行
規
則
第
五
条
で
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
か
か
る
規
則
は
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
が
適
用

さ
れ
る
対
象
労
働
者
に
つ
い
て
も
及
ぶ
の
か
。

�

使
用
者
が
、
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
の
対
象
労
働
者
の
「
所
定
始
業
時
刻
、
所
定
終
業
時
刻
及
び
休
憩
時

間
」
ま
た
は
「
所
定
労
働
時
間
」
を
定
め
た
場
合
に
お
い
て
、
対
象
労
働
者
の
遅
刻
、
早
退
ま
た
は
欠
勤
等
に
よ
り
、
実

労
働
時
間
が
所
定
労
働
時
間
に
満
た
な
か
っ
た
場
合
、
使
用
者
は
、
就
業
規
則
等
に
基
づ
い
て
不
就
労
時
間
に
応
じ
た
賃

金
の
減
額
（
い
わ
ゆ
る
欠
勤
控
除
）
を
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
。

�

使
用
者
は
、
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
の
対
象
労
働
者
の
所
定
始
業
時
刻
、
所
定
終
業
時
刻
及
び
休
憩
時
間
ま

三



た
は
所
定
労
働
時
間
に
つ
い
て
定
め
る
に
つ
き
、
労
基
法
上
、
何
ら
か
の
制
約
を
受
け
る
か
。
た
と
え
ば
、
使
用
者
が

「
始
業
時
刻

午
前
九
時
、
終
業
時
刻

午
前
二
時
、
休
憩
時
間

な
し
」
と
定
め
た
場
合
や
、
「
一
日
の
所
定
労
働
時

間
は
十
七
時
間
と
す
る
」
「
一
か
月
の
所
定
労
働
時
間
は
二
百
八
十
時
間
」
と
定
め
た
場
合
、
労
基
法
違
反
と
な
る
か
。

四

労
使
委
員
会
決
議
の
有
効
期
間
に
つ
い
て

�

新
設
さ
れ
る
労
基
法
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
柱
書
に
お
い
て
は
、
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
の
適
用
に
関
し

て
、
使
用
者
が
、
委
員
会
（
以
下
「
労
使
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
決
議
を
行
政
官
庁
に
届
け
出
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

が
、
か
か
る
決
議
の
届
出
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
対
象
労
働
者
に
つ
い
て
も
、
「
労
働
時
間
、
休
憩
、
休
日
及

び
深
夜
の
割
増
賃
金
に
関
す
る
規
定
」
が
適
用
さ
れ
る
の
か
。

�

労
使
委
員
会
の
決
議
の
有
効
期
間
に
つ
い
て
は
法
律
上
制
限
が
あ
る
の
か
。
す
な
わ
ち
、
一
定
期
間
ご
と
に
決
議
を

行
っ
て
、
届
出
を
行
う
こ
と
が
必
要
な
の
か
否
か
。

五

労
働
基
準
監
督
署
に
よ
る
指
導
等
に
つ
い
て

�

新
設
さ
れ
る
労
基
法
第
四
十
一
条
の
二
第
二
項
で
は
、
労
使
委
員
会
決
議
の
届
出
を
し
た
使
用
者
は
、
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
の
措
置
の
実
施
状
況
を
行
政
官
庁
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

四



い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
か
か
る
報
告
（
以
下
単
に
「
報
告
」
と
い
う
。
）
は
、
ど
の
程
度
の
頻
度
で
行
わ
せ
る
の
か
。
例

え
ば
一
年
お
き
に
報
告
さ
せ
る
の
か
、
三
年
お
き
に
報
告
さ
せ
る
の
か
。

�

報
告
を
受
け
た
行
政
官
庁
（
労
働
基
準
監
督
署
）
は
、
（
�
）
当
該
報
告
の
真
実
性
に
つ
い
て
疑
問
を
持
っ
た
場
合
、

（
�
）
使
用
者
が
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
規
定
す
る
措
置
を
と
っ
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場
合
、
具
体
的
に

ど
の
よ
う
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
か
。

�

使
用
者
の
報
告
の
内
容
は
、
改
正
後
の
労
基
法
第
百
六
条
に
お
い
て
も
、
「
周
知
」
の
対
象
と
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ

れ
は
な
ぜ
か
。
ま
た
、
対
象
労
働
者
は
、
使
用
者
が
行
政
官
庁
に
対
し
て
い
か
な
る
「
報
告
」
を
行
っ
た
の
か
、
知
る
こ

と
が
で
き
る
の
か
。
で
き
る
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。

五


